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伊 ケ崎 暁生 ・三輪 定宣著

『教 育 費 と 教 育 財 政 』

(総合労働研究所1980年)

1

大 規 模 な軍 事 費 の拡 大,本 格 的 な 福 祉行 政 の

再 編 成,財 界主 導 の行 政 整 理,な どが 開始 され

た年 と して,1981年 度 は わ が 国財 政 史 上 の 一 画

期 と して記 録 され る こ とに な るで あ ろ う。 防衛

費 の 伸 び率 が わ ず か で は あ る が は じめ て社 会保

障 費 の それ を上 回 った。 予算 全 体 の 伸 び そ の も

の も9.9'%に お さえ られ た の で あ るが,文 教 関

係 費 の 伸 び 率 は わ ず か に4.8%,そ の 半分 に も

達 しな か った 。

文 教 費 の うち と くに 大 き く削減 され た の は 公

立 文 教 施設 費 で あ る。 しか もそ の 削 減 額416億

円 は,教 科書 無 償 制 度 継 続 の た め の 経 費453億

円 に ち ょう ど見 合 う もの で あ った 。教 科書 無償

を続 け るか わ りに,小 ・中 ・高校 の 危 険 校 舎 の

多 くを その まま 残 し,学 校 の 改増 築 は しな い,

とい う こ とに され た の で あ る。

種々の論議のすえ教科書無償が継続されるこ

とになった背景には,教 科書発行会社の強い要

望があったといわれている。教科書の広域採択

制や代金の文部省による前渡 し支払いなどによ

って恩恵をうける教科書会社は,会社経営の「死

活問題」として,無 償継続を要望 したのである。

これにたい して,文 部省幹部と自民党議員は,

ここぞとばかり,「無償継続はいいにしても,教

科書の内容には問題が多い」と会社側に教科書

内容の 「改善」をせまった。会社側は,「 日本の

防衛費を誇大にみせるグラフや,経 団連か らも

苦情の出た大企業の活動を批判する部分はす ぐ

直す」 ことをただちに申し合わせた。こうして,

重 森 暁

教科書無償は継続されることになった。文部省

幹部 と自民党文教族が開いた 「祝勝会」の席で,

教科書協会長の稲垣房男氏が,「教科書の内容に

ついて指摘された部分は,三 年ごとの改定検定

を待たず直 します」と深々と頭を下げた,と 報

じられている(『 朝 日新聞』1981年1月7日 付)。

教育費負担の軽減を望む父母の願いもさること

なが ら,こ のようにして教科書出版企業と文部

官僚のゆ着によって教科書無償が継続されたの

である。

今 日,教 育の現場では校内暴力や非行が続発

し,子 どもたちの学力 ・体力の歪みが進行 し,

先生たちが 「自信を喪失」するという,ま さに

「教育の荒廃」ともい うべき危機が進行 してい

る。他方ではまた,勤 労住民の貧困化が進めば

進むほど,子 どもに安定 した職業を保障 し,人

間らしい豊かな生活を確保 し,人 間としての全

面的発達をとげてほしい,と いう父母の教育へ

の期待と要望はますます強まってきている。

この よ うな教 育 財 政 をめ ぐる動 向,教 育 の危

機 の 進 行,教 育 へ の 国民 的 関心 の高 ま りの な か

で,こ の 『教 育 費 と教 育 財 政 』 とい う労 作 は 出

版 され た 。 ま さ に,待 望 の,刮 目す べ き書 と い

うべ きで あ ろ う。

H

本書の特色は,そ の 「まえが き」にも示され

ているように,国 民の教育権,教 育の機会均等,

公費教育主義を基本的理念 とす る憲法第26条,

教育基本法の教育費論,教 育財政論の建設を目

ざすことにある。教育財政の任務は子ども ・国
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民の学習権の保障,そ のための教育条件整備に

あるという立場か ら,教 育費父母負担,学 費値

上げとこれに関連する修学奨励制度,学 級規模,

学校施設 ・教材,教 職員給与などの諸問題が く

わしくとり扱われている。

序章では,基 本的な考え方が述べ られる。ま

ず旧長岡藩小林虎三郎の 「米百俵」の故事が紹

介され,三 根 山藩か ら送 られた米百俵をもとに

学校を建て長岡再建の礎にしようとした小林の思

想が,「戦後教育改革と6・3制 実施のなかでよ

みがえった」(25ぺ ―ジ)と 評価されている。つ

づいて,戦 後 日本の教育改革の基本原理となっ

た,国 民の教育権,教 育の機会均等,公 費教育

主義とその歴史的由来が説明され,「教育向上の

ための財政努力」か 「財政効率化のための教育

低下」かにその基本的対抗を見すえた うえで,

今日の教育費をめぐる状況が語 られている。

第1章 では,教 育費の父母負担の問題が論 じ

られる。著者たちの試算によると,1978年 度の

わが国の教育費総額は約16兆 円,そ のうち公財

政支出が11兆 円,父母負担が5兆 円である。勤労

者世帯の教育費負担,教 育費の国公私格差など

の実態が豊富な資料にもとついて詳細に説明さ

れている。

第2章 で は,教 育 の機 会 均 等 論 の立 場 か ら修

学 奨 励 問題 が論 じ られ て い る。 ま ず,所 得 格 差

の 現 状 の も とで,教 育 の機 会 均 等 を め ざす 奨 学

財 政 の役 割 が重 要 で あ る 点が 指 摘 され,教 育 基

本 法 第3条 が 「人種,信 条,性 別,社 会 的 身分

又 は 門 地 」 の ほ か に さ らに 「経 済 的地 位 」 に よ

って も 「教 育 ⊥ 差 別 され な い」 と した こ とは,

「い わ ば 一 種 の覧教 育 革 命"理 念 に 通 ず る ものが

あ る」(93ペ ー ジ)と して,こ れ を きわ め て 高

く評価 して い る。 そ の上 で,教 育 扶 助,就 学 援

助,障 害 児 の就 学 奨 励 の三 つ の制 度 が 実 に 詳細

に説 明 され て い る。

第3章 では,学 級規膜,学 校施設設備 ・教材

の問題が論 じられている。学級規模の適正化は

教育条件改善の基本問題であるとの立場から,

国際的には適正学級規模は20人 台に移りつつ

あるなかでのわが国の立ち遅れ,わ が国にお

ける歴史的変遷,諸 外国の事情が述べ られる。

つづいて,人 口急増地帯における学校新増築

と財政負担の問題,過 疎 ・へき地における学

校統廃合と財政誘導の問題が詳細に説明され

ている。

第4章 で は,教 職 員 の 給 与 が 論 じ られ て い

る。 著 者 た ちの 分 析 に よ る と,「 人 材 確 保 法 」

に よ る教 育 の 待 遇 改 善 の 実 績 が しば しば あげ

られ るが,「 教 員 給 与 は,相 対 的 にも絶 対 的 に

も決 して 満 足 な もの で は な い」(165ペ ー ジ)。

教 職 員 給 与 財 政 の し くみ につ い て の 説 明 の あ

とで,給 与 水 準,給 与 体 系,給 与 決 定 機 構 な

どの あ り方 につ い て の積 極 的 提 言 が な さ れて

い る。

第5章 では,教 育財政の基本的しくみと歴

史が述べ られている。おもにとりあげられて

いるのは,教 育関係の国庫補助金および地方

交付税制度の問題である。歴史では,1872(明

治5)年 「学制」以来の受益者負担主義 と学

校設置者負担主義の交錯が語 られ,戦 前 ・戦

後を通 じる教育費国庫補助制度の確立過程が

述べ られている。

巫

以 上 の よ う な 内容 紹 介 か らも察 せ られ るよ

う に,本 書 の優 れ た点 は,教 育 費 と教 育 財 政

の 諸 問 題 を単 に そ の抽 象 的理 念 に お い て説 く

だ けで な く,そ の制 度 と実 態 に そ く して 具体

的 に克 明 に分 析 し解 明 して い る とこ ろ に ある。

日々教 育 の現 場 で 苦 闘 して い る先 生 た ち に と

って は,と りわ け そ の実 践 の指 針 と もな り参

考 書 と も な る こ と で あ ろ う。 私 の よ うな 門外

漢 に と って も教 え られ る と ころ が多 か った の

で あ る。 しか し,多 少 とも疑 問 に思 い,ま た

も っ と詳 細 に教 え て い た だ けれ ば と考 え る点

も なか ったわ け で は な い の で,素 人 談義 な が

ら二,三 連 ね て み た い。
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一 つ は
,「米百 俵」 の教 育費 思想 の評価 に つ い

て で あ る。 著 者 た ちは,小 林虎 三 郎 の 「米 百 俵 」

の 思 想 を 「戦 後教 育 改 革 と6・3制 実 施 」 につ

な が る もの と して と らえ,こ の 「米 百 俵 」 の 精

神 が 発揮 され るな らば 父母 負担 の 軽 減 も,高 校

増 設 も,40名 学 級 編成 の早 期実 現 も可 能 で ある,

との べ て い る。 「米 百 俵 」 の 故 事 が 学 習 権 保 障

財 政 論 の 萌芽 と評価 され て い るの で あ る。 しか

し,こ の教 育 を す べ て に優 先 させ る とい う思 想

は,な に も国民 の教 育 権 の立 場 か らの み う ち出

され て くるわ け で は な い 。 著 者 た ち 自身 が 指 摘

す るよ うに,1960年 代池 田 内 閣 は 「国 づ くりの

基 礎 は 人 づ くりに あ り」 と して,「 『米 百 俵 』の

よ うな こ とを い った」(25ペ ー ジ)。 また,た と

え ば ガ ル ブ レイ スの よ うな 人 も,い わ ゆ る発 展

途 上 国 にお け る大 衆 的貧 困 か らの 脱 却 の 方 途 と

して,結 局 の と ころ 「自由 で か つ 義 務 的 教 育 」

しか な い こ とを 強 調 して い る(ガ ル ブ レイ ス著,

都 留 重 人 監訳 『大 衆 的 貧 困 の 本 質 』1979年)。

す なわ ち,教 育 にな によ り も優 先 権 を あた え る

と い う思 想 は,一 方 で は 国 民 の 教 育 権 的 発 想 か

ら出,他 方 で は 「近 代 化 」 論 や 「経 済 成 長 」 論

的 発 想 に 由 来 して い るわ けで あ る。 小 林 虎 三 郎

の 「米 百 俵 」 の思 想 が この どち らにむか う性 格 を

もっていたのか,戦 後 教 育 改 革 の 理 念 に どの よ う

につ な が って い るの か,も っ と厳 密 な検 討 が 必

要 なの で は な い だ ろ うか 。 この 論 点 は,お そ ら

く,戦 後 教 育 改 革 の 評 価,お よび それ と戦 後 日

本 の 「高 度 成 長 」 と の関 連 の 評 価,な ど に かか

わ る重 要 な 問 題 で あ る。

二 つ は,教 育 費 と はな にか とい うこ とに っ い

てで あ る。

著 者 た ち は,教 育 に必 要 と され る経 費 が 教 育

費 で あ り,そ れ は 「「米 百 俵 』 のよ うに,目 的 を

もち意 識 的,計 画 的 な人 間 形 成=教 育 の た め の

費 用 で あ る」(26ぺ ―ジ)と す る。 そ して,「 この

よ うな教 育 費 に つ い て 国 また は地 方 公 共 団 体 が

一定 の教 育 政 策 に も とつ いて 教 育 条 件 を整 備 す

るた め に そ の財 源 を確 保 し,こ れ を支 出 ・管 理

す る活 動 が 教 育 財 政 で あ る」(同 上),と 規 定 し

て い る。 す なわ ち,教 育 財 政 の課 題 は,国 民 の

教 育 権,教 育 の機 会 均 等 な どを実 現 す るために,

い か に そ の 条 件 整 備 の公 的 財 源 を確 保 し,支 出

し,管 理 す るか に あ る と され る ので あ る。 教 育

の 内 容 は と もか く,教 育 条 件 整 備 に つ い て論 じ

るの が 教 育 財 政 論 の課 題 で あ る,と され て い る

とい って よい で あ ろ う。

この点については当然のことなが ら批判が予

想 されるところである。たとえば黒崎勲氏は,

いわゆる内的事項外的事項区別論(教 育の内容

や方法と,教育の施設 ・設備などとを区別 して論

じる立場)を 批判 して,次 のようにのべている。

「教育の私事性論か らする教育費論は教育の尊

重を大義名分として,一 般行政費か ら一定割合

の教育費を優先的に確保す るという制度論にな

らざるをえない。教育費を教育の条件 として把

握 し,教 育費問題を経済的負担の問題 として把

握するにとどまる教育費論は多かれ少なかれこ

のような傾向をもっている。条件整備活動を国

家の教育に対する唯一の関係 とする内的事項外

的事項区別論の,そ れは当然の帰結でもある」

(黒崎勲 「公教育費の研究』青木書店,1980年,

12ページ)と 。すなわち,黒 崎氏によると,教

育と政治,教 育の内容 と形態は密接不可分の関

係にあるのであって,そ れを切り離す教育私事

性論には,教 育内容への国家の権力的干渉を排

除するという積極面があったにしても,教 育費

論あるいは教育財政論の深化発展にとっては限

界がある。氏は,「教育の社会的公共的組織化を

あ ぐる対抗の関係」(同 上,17ペ ージ)を問題に

し,「 国家的公共的教育費は公教育費の一つの

存在形態にすぎない」(同上,18ペ ージ)と 指摘

する。このような立場から,わ が国自由民権期

の公教育をめぐる国家 と民衆の対抗を高知,福

島,神 奈川などの事例に即 して歴史的に解明し

た黒崎氏の労作 『公教育費の研究」は,そ れ 自

身たいへんす ぐれたものである。

も し,こ の よ うな黒 崎 氏 の批 判 が 妥 当 だ とす
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る と,教 育 費 論 と教 育 財 政 論 の 展 開 は も っ と違

った も の に な らざ るを え な い で あ ろ う。

他 方,財 政 学 の 分 野 で は経 費 の 二 重 性 とい う

こ とが 問 題 に され て き た。 た と え ば,池 上 惇 氏

は そ の 『地 方 財 政 論 』(同 文 館,1979年)に お い

て,地 方 経 費 の二 重 性 を説 明 して 次 の よ うに の

べ て い る。

「例 え ば,学 校 を建 設 す る とい う場 合,問 題

に な るの は 基 本 的 に は施 設 と して の学 校 の建 物

の 建 設 とそ れ に とも な う土 地 利 用 とい う こ とで

あ る。 しか し,同 じ建 物 とい って も,そ の建 物

が 住 民 の 全 面 的 な 発 達 に役 立 つ の か,そ れ とも,

住 民 の 分 断 と選 別 に役 立 つ の か,と い う問 題 は,

学 校 建 設 費5億 円 とい う金 額 だ け を み て もわ か

らな い し,学 校 の 標 準 的 施 設(教 室 基 準 面 積,

そ の他)だ けを み て もわ か らな い 。(中 略)

そ こで,地 域 にお ける 住 民 の た め の 経 費 が,

住 民 の 発 達 を 保 障 す るた め の もの とな るか,住

民 の発 達 を 阻 害 し,抑 圧 す るもの とな るか の わ

かれ 道 を慎 重 に,か つ,具 体 的 に 検 討 す る こ と

が地 方 経 費 論 を 評 価 す る上 で 重 要 な意 味 を も っ

て くる こと にな る」(同 上 書66ペ ー ジ)と 。

一般に,地 方経費を分析 しようと思えば,そ

れが住民の発達を保障するものになるのか,そ

れとも官僚主義的 ・営利主義的住民支配の手段

となるのかを検討することが最重要課題となら

なければならない。その二重性が生まれる歴史

的諸条件,官 治的 ・営利的経費か ら住民発達保

障経費への転化の具体的諸条件,そ の諸条件の

成熟過程などが解明されなければならない。 こ

うしたことの検討の上で,「 端的にいえば,反

官僚主義,反 営利主義の規制を前提 とした上で

の総合的で民主主義的な地域づくりこそ地方経

費の性格を転換 させる鍵である」(同 上69ペ ー

ジ)と 指摘 されている。公務労働者 と住民の結

合による地方自治と財政民主主義の実現,民 主

主義的かつ総合的地域づ くりこそ,地 方経費を

住民発達保障の方向にむけていく挺子たりうる

ものであろう。

教育費についても同様ではないだろうか。教

育費にも二面的性格がそなわ っている。一面で

は国民の教育権と子どもの全面発達を保障し,

他面では教育企業の営利活動 と軍国主義的 ・能

力主義的人づ くりの条件を整備する。この教育

費の二重性を解明 し,そ の転換の条件と鍵を発

見すること,こ れこそ教育財政論の課題となる

べきものである。教育は,い うまでもな く教育

だけで宙に浮いて存在するわけではない。地域

の産業や生活,経 済や政治などと密接に関連 し

ている。おそ らく教育費の転換は,た だ教育費

に最優先権をあたえることによってではなく,

産業と生活の全体を見通 した総合的地域づ くり

のなかではじめて果されるのではないだろうか。

最後に,教 育財政における中央集権と地方 自

治の問題,教 育財政改革の基本方向についてで

ある。教育費の財源保障は国庫負担の拡大によ

るのか,そ れとも地方 自治体の自主財源の拡大

によるのか。あるいは,教 育費に関連 しても全

般的地方財政調整制度が必要だとすれば,そ れ

は国庫補助金(特 定補助金)に よるべきか,そ

れとも地方交付税(一 般補助金)に よるべきか。

本書では,国 庫補助金を教育費に関しても 「総

合補助 ・負 担金方 式」(181ペ ージ)に あらた

めよという指摘はみえるが,そ れ以上には改革に

ついての積極的提案も全面的検討 もされてはい

ない。著者の一人三輪氏は,別 の論文において,

教育の機会の不均等の問題 と関連させて地方財

政調整制度の改善方向についてす ぐれた提起を

されている(『講座 ・日本の教育』10,第4章,

「子どもの学習権 と教育財政」,新 日本出版社,

1976年)。 このような検討がさらに深め られて,

全面的な教育財政改革の提案がなされることを

期待 したいものである。宮本憲一氏は,そ の著

書 「財政改革』(岩 波書店,1977年)に おいて

「都市政策のための財政改革」を論 じ,そ のな

かで教育についてもふれて,次 のように提起 し

ている。事務配分にかん しては,義 務教育は都

市で,高 等学校は都道府県で,大 学などの高等
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教育機関は国で,そ れぞれ建設 ・管理される。

財源配分に関連して,義 務教育制については父

兄の教育費負担を廃止するのは当然であるが,

保育所などについては当分の間適正な受益者負

担的収入を徴収せねばならないであろう(同 書

292～307ペ ー ジ),と 。 このよ う な提 起 に,教 育

財 政 論 の立 場 か らは どの よ うな 対 応 が な され る

の で あ ろ うか 。今 後 と も,教 育 学 と財 政 学 と の

相 互交 流 を通 じて教 育 財 政 論 の さ らな る深 化 発

展 が とげ られ る こ とを 心 か ら期 待 した い。

(し げ も り あ き ら 高 知 大 学)
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